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宜野湾市 こども部 保育こども園課 

〒９０１-２７１０ 沖縄県宜野湾市野嵩１丁目１番１号 

  （市役所本庁１階 ９番窓口） 

電話番号 ０９８－８９３－４４１１（内線３３１５） 

 



医療的ケア児の受入れについて 

 

宜野湾市では、日常的に医療的ケアが必要な児童のうち、一定の条件を満たした児童を公立

保育所等で受入れます。 

通常保育と同様、保護者の就労等の理由により医療的ケア児の家庭保育を行うことができな

いと認められる場合に申込みが可能です。 

その他、詳細な要件がございますのでご確認をお願いします。 

 

１．受入れの要件について 

（1） 保護者の就労や病気等の理由で保育を必要とすること 

（2） ◆保育を必要とする事由 

1 就労 ﾌﾙﾀｲﾑのほか、ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ、夜間、居宅内労働など、基本的に全ての労働（月 64 時間以上) 

2 妊娠・出産 出産予定の 3 か月前から出産日より起算して 8 週間を経過する日の翌日が属する月まで 

3 保護者の疾病・障害 病気または障害により保育ができない場合 

4 親族の看護等 親族または障害（児）である同居の親族を常時看護・介護している場合 

5 災害復旧 火災、風水害、地震などにより、家屋破損などの復旧にあたっている場合 

6 求職活動 仕事を探している場合（※入所期間：最長連続 90 日間） 

7 就学 就学・技術取得のため、学校教育法で規定する教育施設や職業訓練校に通っている場合 

8 その他 上記 1～7 以外の特別な事情があると市長が認める場合 

（「令和７年度 4 月保育所等入所申込案内」より抜粋 ※令和 8 年度は一部変更となる可能性があります） 

（２）保護者等の送迎により、日々の通所ができること 

（３）お子さまが下記の全ての要件を満たしていること 

（ア）宜野湾市民であること 

（イ）令和 8 年 4 月 1 日時点で 3 歳以上であること 

    （令和２年 4 月 2 日～令和５年 4 月 1 日生まれの児童が対象） 

（ウ）保育が必要であるとの認定を受けていること 

（エ）家庭での生活において健康状態が安定していること 

（オ）医療的ケアが日常生活の一部として定着していること 

（カ）主治医より集団保育が可能であると認められていること 

（４）宜野湾市特別支援保育事業実施要綱に定める手続きを満たしていること 

（５）保育施設が受入れ体制を整えていること 

  ※医療的ケアの内容や職員数その他の事情により、受入れができない場合があります 

 

 

 

 



２．医療的ケアの内容について 

   保育所で実施可能な医療的ケアは以下のとおりです 

① 喀痰吸引  ②経管栄養  ③導尿  ④酸素吸入 

① ⑤ その他医療的な生活援助行為とし、保育所等において当該医療的行為を行うことについて 

支障がないと主治医、保護者、保育所等及び宜野湾市長のいずれもが認めたもの 

 

３．受け入れ体制について 

（１）受け入れ時期は、令和 8 年４月１日入所を基本とします 

（２）実施場所は宜野湾市立宜野湾保育所及びはごろもこども園となります 

（３）保育を行う日及び時間は、平日の８時間以内を基本とします 

  ※具体的な保育時間は入所前の面接で保育施設と調整を行います 

  ※施設及び看護師等の状況に応じて受入れ保育施設との調整で時間短縮となる場合も

あります 

（４）時間外・保育施設の休所日及び土曜日の保育は利用できません 

（５）児童の状況を考慮して、他の児童と同様の活動ができない場合もあります 

 

４．受付（申込み）期間・場所について 

（１）令和 7 年８月１日（金）～８月 29 日（金） 

（２）受付時間：午前８：３０～１１：００、午後１：００～４：００ 

  ※説明及び確認事項等で時間を要しますので、受付は予約制となっております 

  ※事前に連絡をして受付の予約をお願いします 

（３）受付場所：宜野湾市役所 保育こども園課 ９番窓口 

（４）第一回特別支援保育審査委員会開催予定日：令和 7 年１０月 3 日（金） 

 

５．必要書類について 

① 令和 7 年度 特別支援保育審査委員会参加申込書 

② 医療的ケアに関する意見書 

③ 児童の状況調査票（医療的ケア児） 

④ 令和 7 年度 経過記録 

⑤ １日の過ごし方について 

⑥ 個人情報の利用目的・取扱いに関する同意書 

⑦ 医療的ケア実施申込書（様式第１号）    ※内定後に提出 

⑧ 医療的ケアに関する指示書（様式第２号）  ※内定後に提出 

⑨ 医療的ケア児保育所入所に関する同意書   ※内定後に提出 

⑩ 令和 8 年度 認可保育園等申込一式 （※令和 7 年 10 月頃の受付予定） 

 



６．入所までの流れ 

 

事前相談

8月
特別支援保育審査委員会

申込み

　　　必要時　　　　　　　　　

9月頃 主治医へ確認作業

9月頃
家庭訪問または

児童ﾃﾞｲ事業所等訪問

10月 特別支援保育審査委員会

10月頃
特別支援保育審査委員会

の結果通知

10月頃 保育所等入所申込み

12～1月 利用調整

1～2月 保育利用内定

1～2月 医療的ケア実施申込み

2月頃 主治医へ確認作業

2月頃 保育施設での面談

2～3月
医療的ケア実施計画書

の作成

2～3月 保育施設との調整会議

4月 入所 ・一定期間、慣らし保育を保護者同伴でお願いします。

・医療的ケアに関する指示書の内容を基に、医療的ケア実施計画書を作成し
ます。

・保育こども園課と保育施設とで、お子さんを安全にお預かりするための環
境整備や、人員配置等を含めた体制等についての調整を行います。

・保護者は医療的ケア実施に関する書類を提出します。
・医療的ケア実施申込書、医療的ケアに関する指示書、医療的ケア児保育所
入所に関する同意書の提出をしてもらいます。

・特別支援保育審査委員会の結果を保護者へ通知します（郵送）。

・医療的ケア児の受入れ等について説明及び確認を行います。

・保育こども園課窓口にて書類配布、申込受付。
・書類配布、申込期間：令和7年8月1日（金）～令和7年8月29日（金）
※期間内に申込がないと、令和８年４月１日入所の審査対象になりま
せん。

・主治医意見書等の書類内容を確認後、必要に応じて市の職員が主治医へ連
絡をとり、集団生活が可能か等の意見を伺います。

・市の職員が家庭訪問や児童デイ事業所等訪問を行い、実際の医療的ケアの
内容や対象児童の状況を確認し、特別支援保育審査委員会に必要な資料とし
て対象児童の様子と医療的ケア等の動画撮影を行います。

・審査会当日【令和7年10月3日（金）】は親子面談を行いますので、案
内があった時間までに会場までお越しください。
・審査については、提出していただいた資料や面談の様子などから総合的に
検討が行われます。

・保育こども園課で【令和８年度４月 保育所等入所申込案内】が配布され
ますので、受付期間内に申込をお願いします（郵送可）。
※期間内に申込がないと、令和８年度４月１日入所の審査対象になり
ません。

・利用調整の結果（保育利用の「内定」もしくは「保留」）を保護者へ通知
します（郵送）。
※大変申し訳ありませんが、保育利用保留の方は、待機児童となりま
す。

・特別支援保育審査会の結果を踏まえ、市の基準に基づき利用調整を行いま
す。全体の入所人数を考慮した上で、受入れ可能な保育所等の決定を行いま
す。
※原則として、保育の必要性が高い方から優先して調整を行います。

・市の職員が主治医に連絡を取り、指示書内容についての確認と保育所等生
活での注意事項等を確認します。
・緊急時対応の連携について依頼を行います。

・医療的ケア児の入所を前提として、安全にお預かりするための保育や医療
的ケアに必要な事項等を調整します。


